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公立大学法人札幌市立大学附属図書館文献複写規程 

平成１８年４月１日 

平成１８年規程第４９号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、公立大学法人札幌市立大学附属図書館利用規程（平成１

８年規程第４８号）第９条の規定に基づき、公立大学法人札幌市立大学附属

図書館所蔵の文献の複写に関し必要な事項を定めるものとする。 

（複写の範囲） 

第２条 文献の複写（以下「複写」という。）は、教育、研究、調査又は学習の

用に供することを目的にする場合に限って行うことができる。 

（複写の申込み） 

第３条 複写を申し込もうとする者は、所定の申込書を附属図書館長（以下「図

書館長」という。）に提出しなければならない。ただし、他大学の図書館等か

らの依頼により文献複写を行う場合は、当該図書館等の定める文献複写申込

書によることができる。 

（申込みの制限等） 

第４条 図書館長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の規定に

より申込をした者（以下「申込者」という。）に対し複写の申込みを制限し、

又は断ることができる。 

⑴ 著作権法（昭和４５年法律第４８号）に定めのある範囲を逸脱するもの

と認められる場合 

⑵ 図書館の複写能力を超える申込みがあった場合 

⑶ 複写することにより損傷する恐れのある図書等の複写申込みがあった場

合 

⑷ 複写の禁止が定められている場合 

⑸ 前各号に定めるもののほか、図書館長が特別の理由があると認めた場合 

（複写料金の納付） 

第５条 申込者は、図書館長が別に定める複写料金を納めなければならない。 

２ 複写のために要する送料その他の実費は、申込者が負担する。 
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３ 一旦納付した複写料金は、還付しない。 

（著作権に関する責任） 

第６条 複写に当たって、著作権上の問題が生じた場合は、すべて申込者がそ

の責任を負うものとする。 

（委任） 

第７条 この規程に定めるもののほか、文献複写に関し必要な事項は、図書館

長が別に定める。 

附 則 

 この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 


